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ー

原本１部 ー労働者派遣事業許可条件通知書

廃止した事業所の労働者派遣事業許可証 原本１部

原本１部

ー

コピー２部

◎上記書類の内容によっては、補足資料の提出をお願いする場合があります。

なし

廃止日の翌日から１０日以内

労働者派遣事業　＜労働者派遣事業の廃止＞

労働者派遣事業　＜事業所の一部廃止＞

労働者派遣事業変更届出書（様式第５号） 原本１部 コピー２部

労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号） 原本１部

①

②

すべての事業所の労働者派遣事業許可証

◎上記書類の内容によっては、補足資料の提出をお願いする場合があります。

なし

廃止日の翌日から１０日以内

提出様式

添付書類

手数料

提出期限

提出様式

添付書類

手数料

提出期限


